
会 長 局 長 係 員

令和７年第１２回

小坂町農業委員会会議録

令和７年１２月４日（木）１４時００分役場会議室において招集した。

１. 出席委員（８人）は次のとおりである。

２番 中 村 修太郎 ３番 阿 部 龍 平 ４番 小 舘 康 弘

５番 木 村 功 ６番 宮 舘 秀 樹 ８番 本 田 立 子

９番 中 村 仁 10番 亀 田 静 子

２. 欠席委員（２人）は次のとおりである。

１番 安 保 清 栄 ７番 奈 良 延 浩

３. 本会に出席した事務局職員は次のとおりである。

事務局長 岩 澤 秀 一

事務局長補佐 中 村 長 裕

４. 本会の書記は次のとおりである。

事務局長補佐 中 村 長 裕

５. 議長において指名して定めた会議録署名委員は次のとおりである。

４番 小 舘 康 弘 ８番 本 田 立 子

６. 会議に付した案件は次のとおりである。

日程第１ 報告 第２３号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について

第２４号 秋田県農林水産フォーラムについて

第２５号 大地ネギまつりについて

日程第２ 議案 第１０号 農地法第５条の規定による許可申請について

日程第３ 協議 第 ５号 令和８年小坂町農業委員会定例総会開催日について

（１４：００）

議 長 それでは、定刻になりましたので、これから令和７年第１２回の総会を始めたいと

(亀田) 思います。

出席状況について、報告をお願いいたします。

事務局 現時点で８名出席です。

議 長 只今の出席者は８名です。よって、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規

定による定数に達しておりますので、本日の会議を開会いたします。

本日の会議録署名委員を指名いたします。４番、小舘康弘委員、８番、本田立子委



員の両名を指名いたします。

（１４：０２）

議 長 では、本日の議事に入ります。

本日の議事日程は１ページのとおりとなります。

日程第１、報告第２３号について、事務局より説明を求めます。

事務局 報告第２３号を説明いたします。

資料は ２ページからとなります。

農地法第３条の３第１項の規定による届出について報告します。

今月は１件の届出がありました。

農地の所在は資料３ページのとおりです。その内訳は、田３筆、１０，９８０㎡と

畑５筆、４，５３０㎡で合計面積が１５，５１０㎡です。４ページから届出の写しと

なっており、農業委員会によるあっせん希望有りとなっております。現在、この農地

については一部賃貸借されています。

以上で日程第１、報告第２３号の説明を終了します。

議 長 ここで、暫時休憩します。

（１４：０３）

再開します。

（１４：０６）

議 長 報告第２３号について質問意見等ありますか。

各委員 なしの声あり。

議 長 それでは、報告第２３号を終了します。

（１４：０６）

議 長 続いて、報告第２４号について、事務局より説明を求めます。

事務局 報告第２４号を説明いたします。

資料は８ページからとなります。

次の９ページに新聞の切り抜き記事がありますが、１１月１３日に秋田市で行われ

た農林水産フォーラムで青年農業士に会長の息子さんである亀田稔さんが認定されま

した。県内全体では青年農業士に亀田さんを含め７名、指導農業士に１２名の計１９

名が農業士に認定されました。

小坂町の農業にとっては明るい話題であります。今後の小坂町の農業の発展と、農

業士としての活躍に期待したいと思います。

簡単ですが、以上で報告第２４号の説明を終了します。

議 長 ここで、暫時休憩します。

（１４：０７）



再開します。

（１４：０９）

報告第２４号について質問意見等ありますか。

各委員 なしの声あり。

議 長 それでは、報告第２４号を終了します。

（１４：０９）

次に、報告第２５号について、事務局より説明を求めます。

事務局 報告第２５号を説明いたします。

資料は１０ページからとなります。

１１月９日に大地地区で開催された３回目のネギまつりについてです。

資料１１ページの新聞記事は、１１月１４日の北鹿新聞の切り抜き記事です。この

イベントは今年で３回目となり、大地自治会が主催し鹿角市の北栄ファームの協賛に

より行われました。新聞の写真を見ても分かるとおり、たくさんの方が来場されてい

ます。新聞記事によると２５０人を超える来場があったようです。

農業委員会としても、このようなイベントの機会を活用して、農業委員会の活動の

ＰＲや農業者年金加入のＰＲを来年以降できるのではないかと個人的に思ったところ

です。

以上で、報告第２５号の説明を終了します。

議 長 ここで、暫時休憩します。

（１４：１０）

再開します。

（１４：２０）

報告第２５号について質問意見等ありますか。

各委員 なしの声あり。

議 長 それでは、報告第２５号を終了します。

（１４：２０）

続いて、日程第２、議案第１０号についてですが、この案件については、私の家族

名義の農地に関する事案であります。よって、農業委員会等に関する法律第３１条及

び小坂町農業委員会規則第１９条の議事参与の制限に該当しますので、退席いたしま

す。

本案件の議事の進行につきましては、会長代理の６番宮舘秀樹委員にお願いします。

代 理 それでは、改めまして、議案第１０号について事務局より説明を求めます。



事務局 議案第１０号を説明いたします。

農地法第５条の規定による許可申請がありました。資料は１３ページからとなりま

す。

場所は上川原地区です。申請は田１筆で、面積は２１２㎡です。

申請者であるこの会社は、今年８月にも関連する工事の関係で５条による一時転用

の申請をして、農業会議の常設審議委員会への諮問を経て許可を出しています。です

ので、会社の概要については省略させていただきます。

今回の申請は、資料４２ページの図面のとおり町道上川原１号線の道路脇で高速道

路のすぐ近くです。転用後の使用目的は仮設の臨時駐車場で、令和９年７月３１日ま

での期間での一時転用となっています。

申請理由として、資料５５ページの共通事業計画書によると、東北自動車道の橋梁

の工事契約を締結したことにより、工事現場周辺に工事車両等の駐車する場所が必要

となった為とあります。

今回の申請にあたり、隣接地に土地改良区の桝があり、承諾を得ています。

また、５８ページの一般事業計画書では農地転用を必要とする事業概要が示されて

いますが、これによると、厚さ２２ｍｍの鉄板を強いて使用するとあります。工事終

了後の農地のことも考えてと思われます。

なお、工事については、工期の延長も考えられますので、その際には再度申請をし

たいとのことでした。

この案件については、県の農業会議に諮問する必要は無く、町の判断で処理しても

よいとのことです。

以上で、日程第２、議案第１０号の説明を終了します。

代 理 ここで、暫時休憩します。

（１４：２４）

再開します。

（１４：２７）

議案第１０号について質問意見等ありますか。

各委員 なしの声あり。

代 理 それでは、議案第１０号について許可することで終了します。

（１４：２７）

ここで、暫時休憩します。

議 長 再開します。

議 長 次に、協議第５号について事務局より説明を求めます。

事務局 協議第５号を説明いたします。

資料は９４ページからになります。

来年の農業委員会総会予定についてです。９５ページのとおり事務局で（案）を作



製してみました。これについて、皆さんから意見をお願いします。

なお、来年は３年に１回の農業委員及び最適化推進委員の選任の年となっている関

係で、更新となる７月に臨時総会を開催する必要があり、そのため、年１３回の開催

予定となります。

以上で協議第５号の説明を終了いたします。

議 長 ここで、暫時休憩します。

（１４：２９）

再開します。

（１４：３２）

協議第５号について質問意見等ありますか。

各委員 なしの声あり。

議 長 これで総会の議案はすべて終了しましたので、ただいまを持ちまして第１２回総会

を終了します。ありがとうございました。

（１４：３２）

上記会議録が真正であることを証明するため署名する。

小坂町農業委員会会長 亀田静子

署 名 委 員 小舘康弘

署 名 委 員 本田立子


